
 
 
 
A．毎年度、下記の具体的な取組方策を定めたら、社内及び営業所内へ掲示する 

とともに、反省事項や改善方法については、後日、改善措置等必要な方策 

を立てたときに掲示し直します。 
 
（１）事故防止のための安全方針 
「輸送の安全は わが社の根幹」 

（２）社内への周知方法 
「社内及び営業所内へ掲示する」 

（３）安全方針に基づく目標 
平成２０年度の安全目標『人身事故ゼロに！！』 

（４）目標達成のための計画 
平成２０年度の安全計画『ヒヤリハット情報の報告会実施』  年  ２回 

（５）安全に関する情報交換方法 
定期的に運転手等との輸送安全に関する意見交換会を開催    年  ２回 

（６）安全に関する反省事項 
平成２０年度の取組状況は定期的にチェックし、 
問題点等の結果は後日社内に掲示します 

（７）反省事項に対する改善方法 
平成２０年度の定期チェックにより把握した問題点の 
改善方法（情報の報告）は、後日社内に掲示します 

 
B．毎年度、下記の取組状況を把握して社内及び営業所内へ掲示します。 

なお、安全方針、安全目標、安全目標達成状況、自動車事故報告規則で 

定める事故に関する統計は公表します。 
 
（１）安全に関する目標達成状況 
平成１９年度：人身事故件数・・・・・ゼロ件 

（２）事故に関する情報 
平成１９年度：重大事故発生件数・・・ゼロ件 

 

わが社の運輸安全マネジメントの取り組み 

（１）安全に関する目標達成状況 
平成２０年度：人身事故件数・・・・・ゼロ件 

（２）事故に関する情報 
平成２０年度：重大事故発生件数・・・ゼロ件 

取り組み結果 

 

（注）輸送の安全に係る行政処分を受けた場合には、法令に基づき遅滞なく警告書等（写）、 

改善報告書（写）を社内及び営業所等に掲示等により公表します。 平成２１年４月１日 
株式会社清一急配 
代表取締役  清水一敏 

 

平成２０年４月１日 

株式会社清一急配 

代表取締役  清水一敏 


